
利益相反の管理について 

  

カーディフ･アシュアランス･ヴィ（カーディフ生命保険会社）、およびその関連会社（以

下、「当社等」といいます。）は、当社等とお客さまとの間の利益相反のおそれのある取引、

または当社等のお客さま相互間の利益相反のおそれのある取引に伴って、お客さまの利益

を不当に害することのないよう、法令等および当社等の利益相反管理に関する内部規程等

に従って、適切に業務を管理・遂行いたします。 

 

1. 利益相反の定義 

「利益相反」とは、当社等とお客さまとの間で利益が相反する状況、および当社等

のお客さま相互間で利益が相反する状況をいいます。 

 

2. 利益相反のおそれのある取引（対象取引）の特定および類型 

当社等では、下記①～④の類型に該当する取引のうち、不当な利益相反のおそれの

ある取引（以下、「対象取引」といいます。）を特定したうえで、お客さまの利益を不

当に害することのないよう管理します。 

① 当社等が契約等に基づく関係を有するお客さまとの間で行う取引 

② 当社等が契約等に基づく関係を有するお客さまと対立または競合する相手との

間で行う取引 

③ 当社等が契約等に基づく関係を有するお客さまから得た情報を不当に利用して

行う取引 

④ 上記①～③以外で、お客さまの利益が不当に害されるおそれのある取引 

 

3. 利益相反の管理方法 

当社等は、対象取引の管理方法として、以下に掲げる方法を適宜選択しまたは組み

合わせて講じることにより、利益相反管理を行います。 

① 部門の分離による情報の遮断 

② 取引の一方または双方の条件または方法の変更 

③ 取引の一方または双方の中止 

④ お客さまの利益が不当に害されるおそれがあることについて、当社等が負う守  

秘義務に違反しない限度での開示、および場合によってはこれに加えてお客さ

まからの同意の取得 

⑤ 上記①～④以外で、その他適切な方法 

 

4. 利益相反管理体制 

当社は、適切に利益相反管理を行うため、①当社に営業部門から独立した利益相反

管理統括部署および利益相反管理統括者を設置し、対象取引の特定および管理を一元

的に行うとともに、②当社従業員に研修・教育を実施し周知・徹底します。 

対象取引の特定および管理についての記録は、5 年間適切に保存します。 

当社等は、利益相反管理体制の適切性と有効性を定期的に検証・評価し、継続的に

改善します。 

 

5. 利益相反管理の対象となる会社の範囲 

当社および別表に掲げる関連会社を利益相反管理の対象とします。 

 

以 上 

http://cms.cardif.co.jp/vie/pdf/vie_connection.pdf

